
- 1 -

競 技 上 の 注 意

１ 競 技 規 定

２ ０ １ ４ ～ ２ ０ １ ５ 年 （ 公 社 ） 全 日 本 ア ー チ ェ リ ー 連 盟 競 技 規 則 お よ び ，

（公 財 ） 全 国 高 等 学 校 体 育 連 盟 ア ー チ ェ リ ー 専 門 部 が 定 め る 大 会 運 営 規 定 に よ り

実施 す る 。

２ 大 会 運 営 規 定

Ⅰ 弓 具 及 び 服 装 検 査 に つ い て

（ １ ） 弓 具 ・ 服 装 検 査 は ， 指 定 さ れ た 場 所 ・ 時 間 帯 に 受 け る こ と 。

（ ２ ） 検 査 表 に は 予 め 各 自 の 必 要 事 項 を 記 入 し 検 査 時 に 持 参 す る こ と 。

（ ３ ） 検 査 時 に は 当 該 校 の 監 督 立 ち 会 い 学 校 単 位 で 実 施 す る 。

（ ４ ） 競 技 に 使 用 す る 全 て の 弓 具 及 び 服 装 に つ い て 検 査 を 受 け る こ と 。

（ ５ ） 競 技 中 も ， 弓 具 お よ び 服 装 は 検 査 継 続 の 対 象 と す る 。

（ ６ ） 弓 具 の 交 換 や 修 理 に 際 し て は ， そ の 都 度 審 判 員 の チ ェ ッ ク を 受 ける こと 。

Ⅱ 選 手 の 登 録 と 交 代 に つ い て

（ １ ） 団 体 競 技 の エ ン ト リ ー は ４ 名 と し ， ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ（ 予選 ラウ ン

ド ） の 成 績 は 上 位 ３ 名 の 合 計 得 点 で 決 定 す る 。 決 勝 ラ ウ ン ド に おい て

は エ ン ト リ ー さ れ た ４ 名 の 内 ， ３ 名 で 行 射 を 行 い ， エ ン ド ご と ・対 戦

ご と の 交 代 は 認 め な い 。

（ ２ ） 選 手 の 届 け 出 期 限 ・ 場 所 は ， 以 下 の 通 り 。

ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ エ ン ト リ ー 選 手 の 棄 権 が あ る 場 合 の み ，

（ 予 選 ラ ウ ン ド ） 監 督 会 議 終 了 ま で （ 監 督 会 議 会 場 ）

決 勝 ラ ウ ン ド ス コ ア シ ー ト の 提 出 が ， 選 手 の 届 け 出 を 兼ね る。

Ⅲ 競 技 ・ 行 射 方 法 に つ い て

（ １ ） ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） ［ ６ 月 ２ ５ 日（ 土） ］

ア ． 団 体 競 技 な ら び に 個 人 競 技 の 予 選 は ， 同 一 選 手 を も っ て 実 施 す る 。

イ ． 予 選 時 の 行 射 は ， １ 標 的 ２ 名 の ２ 立 ち （ AB／ CD） で ， 距 離 は ７ ０ ｍ ，

４ 分 ６ 射 ご と に 採 点 お よ び 矢 取 り を 行 う 。

ウ ． 競 技 前 に プ ラ ク テ ィ ス を 設 け る 。 （ AB矢 取り CD 矢取 りの １回）

エ ． 矢 取 り は 該 当 出 場 選 手 が 行 う も の と す る 。

オ ． 弓 具 破 損 等 の 審 判 へ の コ ー ル の 際 は ， シ ュ ー テ ィ ン グ ラ イ ン 上 よ り

一 歩 後 退 し ， 審 判 員 に 知 ら せ る 。

カ ． 団 体 競 技 は ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） 上 位 １ ６ チ ー ム が ，

個 人 競 技 は ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） 上 位 ３ ２ 名 が 決 勝

ラ ウ ン ド へ 進 出 す る も の と す る 。
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キ ． 個 人 戦 の 決 勝 ラ ウ ン ド 進 出 を か け た 順 位 （ ３ ２ 位 ） で 同 点 が 生 じ た

場 合 に は ， シ ュ ー ト オ フ （ ７ ０ ｍ で ４ ０ 秒 １ 射 ） を 行 い 勝 敗 を 決 定

す る 。 同 点 の 場 合 に は ， 中 心 に 近 い 矢 に よ り 決 定 す る 。

こ れ で も 順 位 が 決 ま ら な い 場 合 は ， 順 位 が 決 定 す る ま で 繰 り

返 す 。 使 用 す る 標 的 は ， 競 技 場 中 央 付 近 の ど ち ら の 選 手 も 使 用 し

て い な い 標 的 を 使 用 す る 。

ク ． 団 体 戦 の 決 勝 ラ ウ ン ド 進 出 を か け た 順 位 （ １ ６ 位 ） で 同 点 が 生 じ た

場 合 に は ， シ ュ ー ト オ フ を １ 回 行 う 。 こ の 場 合 ， 各 チ ー ム の ３ 選 手

が ， ４ ０ 秒 の 制 限 時 間 内 で 各 選 手 １ 本 の 矢 を 行 射 し 、 ３ 本 の 合 計 得

点 に よ り 勝 敗 を 決 定 す る 。 ３ 選 手 は エ ン ト リ ー さ れ た ４ 選 手 の う ち ，

ｸ ｫ ﾘ ﾌ ｨ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） 上 位 ３ 選 手 と す る 。

１ 回 目 の 合 計 点 が 同 点 の 場 合 に は ， チ ー ム 内 の 中 心 に 最 も 近 い 矢

に よ り 決 定 す る 。 こ れ も 同 じ な ら ば ， チ ー ム 内 で ２ 番 目 （ ま た は ３

番 目 ） に 中 心 に 近 い 矢 に よ り 決 定 す る 。こ れ で も 順 位 が 決 ま ら

な い 場 合 は ， 同 様 の 方 法 で 順 位 が 決 定 す る ま で 繰 り 返 す 。

使 用 す る 標 的 は ， 競 技 場 中 央 付 近 の ど ち ら の チ ー ム も 使 用 し て い

な い 標 的 を 使 用 す る 。 （ １ チ ー ム に つ き １ 標 的 ）

ケ ． 上 記 以 外 の 順 位 で の 同 点 の 場 合 に は ，

① 最 多 １ ０ 点 数 ，

② 最 多 Ｘ （ イ ン ナ ー １ ０ ） 数 ， に よ っ て 順 位 を 決 定 す る 。

③ こ こ ま で が 同 数 の 競 技 者 ・ チ ー ム は 同 順 位 と さ れ る 。

た だ し ， イ リ ミ ネ ー シ ョ ン ・ ラ ウ ン ド の マ ッ チ 戦 の 位 置 を 決 め る

た め の 順 位 が 必 要 と な る 場 合 は ， デ ィ ス ク ト ス を 行 う 。

（ ２ ） 個 人 競 技 決 勝 ラ ウ ン ド ［ ６ 月 ２ ５ 日 （ 土 ） ～ ２ ６ 日 （ 日 ） ］

ア ． 距 離 ７ ０ ｍ で ， １ ２ ２ ｃ ｍ の 的 を 使 用 す る 。

イ ． 競 技 開 始 前 に プ ラ ク テ ィ ス を 設 け る 。 （ ２ 分 × 時 間 内 ）

ウ ． １ /16・ １ /８ ｲﾘﾐ ﾈｰ ｼｮ ﾝ（ １ ・ ２ 回 戦 ） に お い て は ， 対 戦 す る ２ 名 は ，

同 じ 標 的 を 使 用 す る 。 １ /４ ﾌｧｲ ﾅﾙ（ 準 々 決 勝 戦 ） か ら は ， １ 標 的 １

名 で 行 射 を 行 う 。 各 対 戦 の 立 ち 位 置 は ト ー ナ メ ン ト 表 の 通 り 。

エ ． セ ッ ト シ ス テ ム （１ ｾｯﾄ２ 分 ３ 射 ５ ｾ ｯﾄ ﾏｯﾁ） を 実 施 し ， 各 セ ッ ト

の 高 得 点 者 は ２ ポ イ ン ト ， 同 点 の 場 合 は 両 選 手 １ ポ イ ン ト ， シ ュ ー

ト オ フ の 勝 者 は １ ポ イ ン ト を 獲 得 す る 。 各 対 戦 で ６ ポ イ ン ト 以 上 に

達 し た 選 手 が 勝 者 と な り ， 次 の ラ ウ ン ド に 進 む 。

オ ． 勝 敗 が 決 し た ら ， 選 手 サ イ ン 後 に 後 方 の 審 判 員 か ら 確 認 を 受 け ， ス

コ ア ボ ー ド 後 方 （ ス コ ア ー ボ ー ド が 的 前 に あ る と き は 的 前 ） で 勝 者

コ ー ル を 受 け る 。

※ 審 判 員 確 認 時 点 で 計 算 ミ ス 等 が 発 覚 し ， 勝 敗 が 違 っ て い ても ，

ス コ ア カ ー ド の 記 載 内 容 が 優 先 さ れ る 。

カ ． ５ セ ッ ト 終 了 時 で 同 点 の 場 合 は ， ２ 名 同 時 行 射 で １ 射 （ 制 限 時 間 40

秒 ） の シ ュ ー ト オ フ に よ り 勝 敗 を 決 定 す る 。 同 点 の 場 合 は ， 的 の 中

心 に 近 い 矢 の 選 手 を 勝 者 と す る 。 こ れ も 同 じ な ら ば ， シ ュ ー ト オ フ

を 順 位 が 決 定 す る ま で 行 う 。

キ ． 弓 具 破 損 に よ る ロ ス タ イ ム は 認 め な い 。
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ク ． マ ッ チ 戦 の 敗 者 の 順 位 決 定 法

① １ /16 ｲ ﾘﾐ ﾈｰ ｼｮ ﾝ（ １ 回 戦 ） の 敗 者 は 全 員 17位 と す る 。

② １ /８ ｲﾘﾐ ﾈｰ ｼｮ ﾝ（ ２ 回 戦 ） の 敗 者 は 全 員 ９ 位 と す る 。

③ １ /４ ﾌｧｲ ﾅﾙ（ 準 々 決 勝 戦 ） の 敗 者 は 全 員 ５ 位 と す る 。 。

④最 上 位 の 順 位 は 、 ﾌﾞﾛﾝ ｽ ﾞ ﾒ ﾀ ﾞ ﾙ ﾏ ｯ ﾁ（ ３ 位 決 定 戦 ） ，

ｺ ﾞｰ ﾙﾄ ﾞﾒ ﾀﾞ ﾙﾏ ｯﾁ（ 優 勝 決 定 戦 ） の 結 果 に よ る 。

（ ３ ） 団 体 戦 決 勝 ラ ウ ン ド ［ ６ 月 ２ ６ 日 （ 日 ） ］

ア ． 距 離 ７ ０ ｍ で ， １ ２ ２ ｃ ｍ の 的 を 使 用 す る 。

イ ． チ ー ム 内 の 選 手 の 矢 は ， ノ ッ ク や フ ェ ザ ー で 容 易 に 区 別 が で き る よ

う に す る 。

ウ ． 競 技 開 始 前 に プ ラ ク テ ィ ス を 設 け る 。 （ ２ 分 × ２ 回 ）

エ ． セ ッ ト シ ス テ ム （ １ ｾｯﾄ２ 分 ６ 射 （ ３ 名 × ２ 射 ） ４ ｾｯﾄﾏ ｯﾁ )で 実 施 し ，

各 セ ッ ト の 高 得 点 者 は ２ ポ イ ン ト ， 同 点 の 場 合 は 両 者 １ ポ イ ン ト ，

シ ュ ー ト オ フ の 勝 者 は １ ポ イ ン ト を 獲 得 す る 。 各 対 戦 で ５ ポ イ ン ト

以 上 に 達 し た チ ー ム は 勝 者 と な り 次 の ラ ウ ン ド に 進 む 。

オ ． 両 チ ー ム の ３ 選 手 が １ ｍ ラ イ ン の 後 方 に 待 機 し た 状 態 で 対 戦 が 始 ま

る 。 対 戦 開 始 の 合 図 は 以 下 の 通 り 。

① ブ ザ ー ２ 声 で ・ ・ ・ １ ｍ ラ イ ン 後 方 で 行 射 開 始 に 備 え る 。

※ ム ー ブ ア ッ プ の 合 図 で あ る が ， １ ｍ ラ イ ン を

超 え て は な ら な い 。

② ブ ザ ー １ 声 で ・ ・ ・ 各 チ ー ム １ 選 手 が シ ュ ー テ ィ ン グ ラ イ ン に 入

り ， 行 射 を 開 始 す る 。

カ ． 弓 具 破 損 に よ る ロ ス タ イ ム は 認 め な い 。

キ ． １ 人 の 選 手 が 行 射 終 了 後 ， １ ｍ ラ イ ン 後 方 に 下 が る ま で 次 の 選 手 は

１ ｍ ラ イ ン を 越 え て は な ら な い 。

ク ． 対 戦 で は ， チ ー ム の ３ 選 手 全 員 が 制 限 時 間 内 に 行 射 を 終 了 し な け れ

ば な ら な い 。 ３ 選 手 は ， ど の よ う な 順 序 で 行 射 を 行 っ て も ， １ 度 に

何 本 （ １ 選 手 ２ 本 以 内 ） 行 射 し て も よ い 。 制 限 時 間 の 前 後 に 矢 が 発

射 さ れ た 場 合 は ， 標 的 に 的 中 す る 矢 の 得 点 を 本 数 分 だ け 最 高 点 か ら

順 に 削 除 す る 。

ケ ． １ ｍ ラ イ ン 後 方 に い る 選 手 は ， ス コ ー プ を 用 い て 的 中 場 所 を 確 認 し ，

行 射 中 の 選 手 に 矢 の 的 中 場 所 等 を 教 示 す る こ と が で き る 。

監 督 ・ マ ネ ー ジ ャ ー の う ち １ 名 は コ ー チ ボ ッ ク ス に 入 る こ と が で き ，

選 手 に 指 示 を 与 え る こ と が で き る 。 そ の 際 ， 手 持 ち の 双 眼 鏡 ま た は

三 脚 付 き の ス コ ー プ 等 を 使 用 す る 事 が で き る 。

コ ． 勝 敗 が 決 し た ら ， 代 表 者 サ イ ン 後 に 後 方 の 審 判 員 か ら 確 認 を 受 け ，

ス コ ア ボ ー ド 後 方 （ ス コ ア ー ボ ー ド が 的 前 に あ る と き は 的 前 ） で 勝

者 コ ー ル を 受 け る 。

※ 審 判 員 確 認 時 点 で 計 算 ミ ス 等 が 発 覚 し ， 勝 敗 が 違 っ て い ても ，

ス コ ア カ ー ド の 記 載 内 容 が 優 先 さ れ る 。
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サ ． 各 対 戦 で 同 点 が 生 じ た 場 合 は ， シ ュ ー ト オ フ に よ り 勝 敗 を 決 定 す る 。

シ ュ ー ト オ フ で は ， チ ー ム の 各 選 手 が １ 射 ず つ 合 計 ３ 射 を １ 分 以 内

に 行 射 す る 。 こ の 場 合 も １ 名 ず つ シ ュ ー テ ィ ン グ ラ イ ン に 立 ち 行 射

す る 。

最 初 の ３ 射 の 合 計 点 が 同 点 の 場 合 は ， 的 の 中 心 に 最 も 近 い 矢 を 有 す

る チ ー ム を 勝 者 と す る 。 こ れ も 同 じ な ら ば ， チ ー ム 内 で ２ 番 目 （ ま

た は ３ 番 目 ） に 中 心 に 近 い 矢 に よ り 決 定 す る 。 こ れ で も 順 位 が 決 ま

ら な い 場 合 ， 順 位 が 決 定 す る ま で 繰 り 返 す 。 シ ュ ー ト オ フ に は ， そ

の 対 戦 で 使 用 し た 標 的 を 用 い る 。

シ ． マ ッ チ 戦 の 敗 者 の 順 位 決 定 法

① １ /８ ｲﾘﾐ ﾈｰ ｼｮ ﾝ（ １ 回 戦 ） の 敗 者 は 全 員 ９ 位 と す る 。

② １ /４ ｲﾘﾐ ﾈｰ ｼｮ ﾝ（ 準 々 決 勝 戦 ） の 敗 者 は 全 員 ５ 位 と す る 。 。

③ 最 上 位 の 順 位 は 、 ﾌﾞﾛ ﾝｽ ﾞﾒ ﾀﾞ ﾙﾏ ｯﾁ（ ３ 位 決 定 戦 ） ，

ｺﾞｰ ﾙﾄ ﾞﾒ ﾀﾞ ﾙﾏ ｯﾁ（ 優 勝 決 定 戦 ） の 結 果 に よ る 。

（ ４ ） 標 的 番 号 お よ び ゼ ッ ケ ン に つ い て

ア ． ｸｫﾘ ﾌｨ ｹｰ ｼｮ ﾝﾗ ｳﾝ ﾄﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） で は 、 各 選 手 は プ ロ グ ラ ムに

掲 載 さ れ た 標 的 を 使 用 す る が ， 決 勝 ラ ウ ン ド で は ， ｸｫﾘ ﾌｨ ｹｰ ｼｮﾝ ﾗ ｳ

ﾝ ﾄﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） の 順 位 に よ り 標 的 が 決 定 す る 。

イ ． 参 加 選 手 は 支 給 さ れ た ゼ ッ ケ ン を 必 ず 着 け る こ と 。

Ⅳ 得 点 記 録 に つ い て

ア ． 得 点 記 録 は 別 紙 の ス コ ア カ ー ド (予 選 用 ・ 決 勝 用 )を 使 用 し ， 同 一 標

的 を 使 用 す る 全 選 手 で 行 う 。

イ ． ｸｫﾘ ﾌｨ ｹｰ ｼｮ ﾝﾗ ｳﾝ ﾄﾞ（ 予 選 ラ ウ ン ド ） の 得 点 記 録 は ， 次 の 通 り 各々 が分

担 し て 行 う 。

・ 矢 を 所 有 す る 競 技 者 の 指 差 し 呼 称 （ そ の 際 は 矢 に は 触 れ な い よ う

注 意 す る こ と ） に し た が っ て ， 高 い 得 点 か ら 順 に ス コ ア カ ー ド に

記 入 す る 。 そ の 標 的 の 他 の 競 技 者 は ， 呼 称 確 認 ・ 得 点 記 入 を 行 う 。

（ イ ン ナ ー 10は ア ル フ ァ ベ ッ ト の Ｘ を ， ０ 点 は ア ル フ ァ ベ ッ ト の

Ｍ を 記 入 ・ 入 力 す る 。 )

・ 矢 の 所 有 者 お よ び 他 の 同 一 標 的 を 使 用 す る 全 選 手 が ， そ れ ぞ れ を

分 担 し て 得 点 確 認 を 行 い ， 確 実 に 実 施 す る も の と す る 。

・ 競 技 者 自 身 が 関 与 す る 得 点 記 録 業 務 の 内 容 は ， 他 の 競 技 者 の 得 点

記 録 や 順 位 に 関 す る 権 利 に も 影 響 を 及 ぼ す 。 そ れ ぞ れ が 下 記 の 順

序 の と お り 分 担 業 務 を 確 実 に 行 う こ と 。 役 割 等 を 拒 ん だ 場 合 は 競

技 会 へ の 参 加 権 利 を 失 う も の と す る 。

１ 的 ４ 人

得点記録の順
順序 ゼッケンＡ ゼッケンＢ ゼッケンＣ ゼッケンＤ

序・役割分担

１ Ａの得点記録 得点呼称 呼称確認 得点記入 呼称確認

２ Ｂの得点記録 呼称確認 得点呼称 呼称確認 得点記入

３ Ｃの得点記録 得点記入 呼称確認 得点呼称 呼称確認

４ Ｄの得点記録 呼称確認 得点記入 呼称確認 得点呼称

ス コ ア ー 用 紙 ・ 間 違 い を 防 ぐ た め ､記 載 の 名 前 を 呼 ん で か ら 記
備 録 す る 。

・ 得 点 呼 称 さ れ た 得 点 を 記 入 す る 際 は ､得 点 を 復
唱 す る 。

考
的 中 孔 の 確 認 的 中 孔 の 全 て に 、 Ｌ 字 で チ ェ ッ ク す る 。
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１的３人

得点記録の順
順序 ゼッケンＡ ゼッケンＢ ゼッケンＣ

序・役割分担

１ Ａの得点記録 得点呼称 呼称確認 得点記入

２ Ｂの得点記録 得点記入 得点呼称 呼称確認

３ Ｃの得点記録 呼称確認 得点記入 得点呼称

ス コ ア ー 用 紙 ・ 間 違 い を 防 ぐ た め ､記 載 の 名 前 を 呼 ん で か ら 記
備 録 す る 。

・ 得 点 呼 称 さ れ た 得 点 を 記 入 す る 際 は ､得 点 を 復
唱 す る 。

考
的 中 孔 の 確 認 的 中 孔 の 全 て に 、 Ｌ 字 で チ ェ ッ ク す る 。

ウ ． 競 技 者 は 得 点 の 判 読 に 対 す る 自 己 確 認 ， ま た は 同 一 標 的 を 使 用 す る

選 手 そ れ ぞ れ の 立 場 で 疑 義 が 生 じ た 場 合 ， い ず れ か ら も 審 判 員 に 最

終 判 定 を 求 め る こ と が で き る 。

エ ． 競 技 終 了 後 ， 選 手 (団 体 戦 決 勝 ラ ウ ン ド の 場 合 は 代 表 者 )は ， 合 計 点 ，

１ ０ 点 数 ， Ｘ 数 ， 確 認 の サ イ ン を 記 入 し た ス コ ア カ ー ド を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 サ イ ン 不 履 行 の 場 合 ， 競 技 本 部 は ス コ ア カ ー ド の 受

け 取 り を 拒 否 す る こ と が で き る 。

主 催 者 が 間 違 い を 発 見 し た 場 合 ， 点 数 は 訂 正 さ れ る 。

例 ： 実 際 の 得 点 よ り 合 計 が 低 い → 申 告 し た 低 い 得 点

実 際 の 得 点 よ り 合 計 が 高 い → 正 し く 訂 正

※ 場 合 に よ っ て は ， 得 点 の 虚 偽 記 載 と し て

「 得 点 無 効 （ ０ 点 ） 」 と す る 場 合 が あ る 。

オ ． 合 計 得 点 が 記 入 さ れ な い ま ま サ イ ン し 、 記 録 本 部 に 提 出 さ れ た 場 合

は 「 記 録 な し 」 と す る 。

カ ． 個 人 戦 決 勝 ラ ウ ン ド の １ /16 ｲﾘ ﾐﾈ ｰｼ ｮﾝ（ １ 回 戦 ） か ら ｾﾐﾌｧ ｲﾅ ﾙ（ 準 決

勝 戦 ） ま で の ス コ ア カ ー ド へ の 記 入 及 び ス コ ア ボ ー ド へ の ポ イ ン ト

表 示 は 選 手 が 行 う 。 ﾌﾞﾛ ﾝｽ ﾞﾒ ﾀﾞ ﾙﾏ ｯﾁ（ ３ 位 決 定 戦 ） ・ ｺﾞｰﾙ ﾄﾞ ﾒﾀﾞ ﾙ ﾏｯﾁ

（ 優 勝 決 定 戦 ） で は 得 点 の 判 読 を 審 判 員 が 行 い ， 選 手 が ス コ ア カ ー

ド に 記 入 ・ 確 認 を 行 う 。 こ の 判 読 が 最 終 判 定 で あ る 。

団 体 戦 決 勝 ラ ウ ン ド の １ /８ ｲﾘﾐﾈ ｰｼ ｮﾝ（ １ 回 戦 ） か ら ｾﾐﾌｧ ｲﾅ ﾙ（ 準 決

勝 戦 ） ま で の ス コ ア カ ー ド へ の 記 入 及 び ス コ ア ボ ー ド へ の ポ イ ン ト

表 示 は 選 手 が 行 う 。 ﾌﾞﾛ ﾝｽ ﾞﾒ ﾀﾞ ﾙﾏ ｯﾁ（ ３ 位 決 定 戦 ） ・ ｺﾞｰﾙ ﾄﾞ ﾒﾀﾞ ﾙ ﾏｯﾁ

（ 優 勝 決 定 戦 ） で は 得 点 の 判 読 を 審 判 員 が 行 い ， 選 手 が ス コ ア カ ー

ド に 記 入 ・ 確 認 を 行 う 。 こ の 判 読 が 最 終 判 定 で あ る 。

こ の 時 ， 各 チ ー ム 代 表 者 １ 名 が 自 己 確 認 ・ 対 戦 相 手 の 得 点 確 認 を 行

い ， 他 の 選 手 は 標 的 前 ３ ｍ 後 方 に 待 機 す る 。

キ ． 同 一 標 的 選 手 全 員 の 得 点 記 録 業 務 が 完 了 し ， 得 点 記 入 が 終 わ っ た こ

と を 選 手 全 員 が 確 認 す る ま で ， 矢 ・ 標 的 面 ・ 標 的 支 持 枠 等 に 一 切 触

れ て は な ら な い 。

ク ． ス コ ア カ ー ド に 記 載 さ れ た 得 点 の 訂 正 は ， 矢 を 抜 き 取 る 前 に 審 判 員

を 呼 び ， ２ 本 線 で 該 当 エ ン ド の す べ て 矢 の 訂 正 を 行 い ， そ の 的 の 選

手 全 員 が サ イ ン し ， 審 判 員 に 確 認 し て も ら う 。 同 じ エ ン ド で ２ 回

以 上 の 訂 正 を す る 場 合 ， 訂 正 欄 が な い た め 審 判 員 に 訂 正 し て も ら う 。
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ケ ． 得 点 記 録 業 務 に 必 要 な 絶 対 条 件 を ， 各 自 が 完 全 に 履 行 す る こ と 。

不 注 意 に よ る 不 履 行 も 「 合 意 の 違 反 行 為 」 と み な さ れ る 。

① ス コ ア カ ー ド に 記 載 さ れ る 各 エ ン ド の ス コ ア が 正 確 で あ る こ と に

つ い て ， 各 選 手 は 競 技 者 と し て の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。

② 各 々 の 分 担 業 務 遂 行 の た め ， 選 手 名 を 聞 き 漏 ら さ な い こ と 。

③ 誤 り を 防 ぐ た め に ， 用 紙 ・ 選 手 名 ・ 記 入 上 の 確 認 を 行 う こ と 。

④ 得 点 記 入 し た 選 手 が 復 唱 し な い 場 合 は ， 復 唱 を 必 ず 要 求 す る こ と 。

⑤ 声 量 不 足 で 聞 き 取 れ な い 場 合 は ， 再 度 の 復 唱 と 声 量 の 要 求 を す る

こ と 。

⑥ 得 点 呼 称 時 に ， 必 ず 「 自 分 の ス コ ア カ ー ド の 記 入 欄 」 で あ る こ と

を 確 認 す る こ と 。

⑦ 復 唱 時 に ， 必 ず 「 自 分 の ス コ ア シ ー ト 」 で あ る こ と を 確 認 す る こ

と 。

⑧ 矢 を 抜 き 取 る 前 に は ， 標 的 面 の 的 中 孔 に Ｌ 字 を 記 し て お く こ と 。

⑨ 選 手 （ 団 体 戦 決 勝 ラ ウ ン ド の 場 合 は 代 表 者 ） は ， 競 技 終 了 時 に ス

コ ア シ ー ト に 確 認 の サ イ ン を す る 。 不 用 意 に 立 ち 去 る こ と に よ り ，

サ イ ン を 不 履 行 の 場 合 は ， 自 動 的 に 承 認 し た も の と し て 処 理 す る 。

⑩ 上 記 ① ～ ⑨ の 行 為 は ， す べ て そ れ ぞ れ の 選 手 の 責 任 と し て 行 う こ

と 。

コ ． 得 点 記 録 業 務 に お い て ， 次 の 場 合 に は 当 該 選 手 並 び に 同 一 標 的 を 使

用 す る 選 手 全 員 の 失 格 を 宣 言 す る こ と が あ る 。

① 自 身 の 虚 偽 や 不 正 申 告 の 場 合 。

② 上 記 行 為 の 合 意 ・ 容 認 の 場 合 。

③ 各 厳 守 事 項 に 対 す る 不 全 ・ 不 履 行 の 場 合 。

サ ． 競 技 者 自 身 が 標 的 に 行 け な い 場 合 ， 審 判 員 の 許 可 を 得 て チ ー ム の 監

督 ， 同 じ 標 的 の 他 の 競 技 者 ま た は そ の 競 技 者 の 代 行 者 に 得 点 記 録 と

矢 の 回 収 の 権 利 を 委 託 す る こ と が で き る 。
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Ⅴ 服 装 規 定 （ 平 成 ２ ８ 年 度 全 国 高 体 連 ア ー チ ェ リ ー 専 門 部 会 報 よ り 抜 粋 ）
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Ⅵ 公 式 練 習 に つ い て

（ １ ） 標 的 は ， 距 離 ７ ０ ｍ ， 予 選 時 の 標 的 ， 立 ち 順 に 従 っ て 行 う 。

（ ２ ） 出 場 登 録 さ れ た 選 手 の み を 対 象 と す る 。

（ ３ ） 監 督 ・ 選 手 ・ マ ネ ー ジ ャ ー は 競 技 時 に 使 用 す る 服 装 を 着 用 し ， 選手 は必

ず ゼ ッ ケ ン を 装 着 す る こ と 。

（ ４ ） ２ 立 （ AB／ CD） × ４ 分 で 実 施 す る 。

（ ５ ） 弓 具 検 査 及 び 公 式 練 習 の 時 間 帯 は 下 記 に 示 す と お り と す る 。

女 子 男 子

弓 具 検 査 公 式 練 習 弓 具 検 査 公 式 練 習

8:30～ 9:1 5 8: 30～ 10 :0 0 9: 15～ 10 :0 0 8: 30～ 10 :0 0

Ⅶ 練 習 会 場 の 利 用 に つ い て

（ １ ） 練 習 会 場 は 状 況 に 応 じ て ， 競 技 会 場 内 に 練 習 ゾ ー ン を 設 置 す る 。

（ ２ ） 時 間 帯 は 以 下 の と お り 。

６ 月 ２ ４ 日 （ 金 ） １ ３ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ３ ０

２ ５ 日 （ 土 ） ２ ６ 日 （ 日 ） 練 習 ゾ ー ン を 設 け 自 由 練 習 許可

（ 競 技 中 の 信 号 機 に 従 う）

Ⅷ 失 格 に つ い て

（ １ ） 選 手 の 違 反 行 為 に 対 し て は

１ 回 目 … … … 注 意

２ 回 目 … … … 警 告

３ 回 目 … … … 失 格 の 処 分 と す る 。

た だ し ， 大 会 の 秩 序 を 著 し く 失 墜 混 乱 さ せ る 行 為 ・ ス ポ ー ツ マ ンシ ップ

に 反 す る 行 為 等 に つ い て は ， １ 回 目 で の 失 格 も あ り 得 る 。

（ ２ ） 監 督 の 違 反 行 為 に つ い て も 同 様 で あ る が ， 特 に 下 記 の 事 項 に 注 意す る

こ と 。

ア ． 「 競 技 規 定 」 や 「 参 加 者 心 得 」 に 反 す る 行 為 と み な さ れ た 場 合 は ，

競 技 場 へ の 立 ち 入 り を 制 限 す る 。

イ ． 喫 煙 に つ い て は ， 所 定 の 場 所 以 外 で は 厳 禁 の こ と 。

Ⅸ 表 彰 式 ・ 閉 会 式 に つ い て

表 彰 式 ・ 閉 会 式 に は 本 大 会 に 参 加 し た 全 選 手 ・ マ ネ ー ジ ャ ー ・ 監 督 が 参

加 す る こ と を 原 則 と す る 。 （ 閉 会 式 に つ い て は 制 服 も 認 め る ）
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Ⅹ そ の 他 の 事 項 に つ い て

（ １ ） 的 紙 の 一 斉 交 換 は ， 公 式 練 習 終 了 後 ， ２ 日 目 は じ め ，

個 人 決 勝 ラ ウ ン ド 終 了 後 に そ れ ぞ れ 行 う 。

（ ２ ） 競 技 場 内 へ の 立 ち 入 り に つ い て は 以 下 の と お り 。

ア ． 監 督 ・ マ ネ ー ジ ャ ー は ， 競 技 中 は Ｗ Ｗ Ｌ ま で 立 ち 入 る こ と が で き る 。

イ ． 団 体 決 勝 ラ ウ ン ド に お い て は ， チ ー ム 監 督 ・ マ ネ ー ジ ャ ー の う ち １

名 が ， コ ー チ ボ ッ ク ス に 入 る こ と が で き る 。

審 判 員 が 選 手 ・ マ ネ ー ジ ャ ー に 注 意 を 与 え る 場 合 ， コ ー チ ボ ッ ク ス

に 監 督 が い な い と き は ， 監 督 を 通 さ ず 直 接 指 導 す る こ と に な る 。

ウ ． 監 督 ・ 選 手 ・ マ ネ ー ジ ャ ー の 服 装 は ， 服 装 規 定 に 従 う こ と 。

（ ３ ） 使 用 す る 弓 具 は ， Ｗ Ｌ よ り 後 方 に 整 頓 し て 置 く も の と し ， Ｓ Ｌ 上の 全

て の 弓 具 お よ び ス コ ー プ は 行 射 終 了 後 に 持 ち 帰 る こ と 。

た だ し ， 団 体 戦 決 勝 ラ ウ ン ド で は 弓 具 は １ ｍ ラ イ ン 後 方 に 置 く 。ま た，

個 人 戦 決 勝 ラ ウ ン ド に お い て は ， ス コ ー プ は ， Ｓ Ｌ 上 に 置 い た まま でも

よ い 。

（ ４ ） 記 録 の 速 報 に つ い て は ， 次 の と お り と す る 。

ア ． 予 選 ラ ウ ン ド は ， 会 場 内 の 小 掲 示 板 に 速 報 記 録 を 掲 示 し ， 確 認 記 録

・ 確 定 記 録 は 配 布 す る 。

イ ． 予 選 ラ ウ ン ド で は ， 確 認 用 の 成 績 一 覧 表 を 配 布 し て か ら １ ０ 分 間 の

時 間 を 設 け ， 公 式 記 録 に 対 す る 異 議 申 し 立 て を 受 け 付 け る 。

（ ５ ） 異 議 申 し 立 て に つ い て は ， 全 て 監 督 を 通 じ て 競 技 本 部 で 受 け 付 け， 競技

委 員 会 の 裁 定 を も っ て 最 終 決 定 と す る 。

（ ６ ） 携 帯 電 話 等 を 競 技 会 場 内 で は 使 用 す る こ と は 厳 禁 。 ま た 着 信 音 を鳴 らす

こ と も 禁 止 す る 。

（ ７ ） 競 技 会 場 お よ び 練 習 会 場 で 行 射 に よ り 矢 を 紛 失 し た 場 合 は ， 審 判員 また

は 本 部 に 必 ず 報 告 す る こ と 。
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参 考 資 料

団 体 戦 の 罰 則 規 定 に つ い て

１ １ｍラ イ ン を 越 え る の が 早 す ぎ た と き 。

規 則 ： １ 名 の 選 手 し か １ ｍ ラ イ ン を 越 え て は な ら な い 。

事 例 ① ： ２ ， ３ 選 手 が 同 時 に シ ュ ー テ ィ ン グ ラ イ ン に 立 ち ， イ エ ロ ー カ

ー ド を 無 視 し ， シ ュ ー ト し た 場 合 。

対 応 ： 重 大 な 違 反 と し て 対 処 す る 。

内 容 ： レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， 最 高 点 削 除 と な る 。

事 象 ② ： 上 記 以 外 の １ ｍ ラ イ ン 上 で の 違 反

対 応 ： １ 回 目 は イ エ ロ ー カ ー ド が 出 さ れ 元 の 位 置 に 戻 っ て や り 直 し 。

警 告 を 無 視 し て 行 射 を 続 け た と き （ そ の チ ー ム の 次 の 矢 が 行 射

さ れ た 時 点 ） ， レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， 最 高 得 点 削 除 。

２ 矢 を 早 く 抜 き す ぎ た と き 。

規 則 ： シ ュ ー テ ィ ン グ ラ イ ン を ま た い で 立 つ ま で は ク ィ ー バ ー か ら 矢 を

取 り 出 し て は な ら な い 。

対 応 ： イ エ ロ ー カ ー ド が 出 さ れ 元 の 位 置 に 戻 っ て や り 直 し 。

警 告 を 無 視 し て 行 射 を 続 け た と き （ そ の チ ー ム の 次 の 矢 が 行 射

さ れ た 時 点 ） ， レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， 最 高 得 点 削 除 。

３ 決 め ら れ た 本 数 以 上 の 矢 を 射 っ た と き 。 （ 時 間 外 発 射 を 含 む ）

規 則 ： そ れ ぞ れ の 選 手 は ， １ エ ン ド に ２ 射 し か 射 っ て は な ら な い

事 例 ① ： １ 人 の 選 手 が ３ 本 行 射 し た 。

対 応 ： 重 大 な 違 反 と し て 対 処 す る 。

内 容 ： レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， 最 高 点 削 除 と な る 。

事 例 ② ： 制 限 時 間 を 過 ぎ て 矢 を 発 射 し た 。

対 応 ： 重 大 な 違 反 と し て 対 処 す る 。

内 容 ： レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， 最 高 点 削 除 と な る 。

《 付 記 》 選 手 は 、 そ の 選 手 の も の で あ る と は っ き り 識 別 で き る 矢 を 使 わ な け

れ ば な ら な い 。 審 判 員 が 一 目 見 て ， ３ 選 手 が そ れ ぞ れ ２ 射 し か 発 射

し て い な い こ と が 確 認 で き る よ う に ， 各 選 手 は チ ー ム の 他 の 選 手 と

は 明 ら か に 違 っ た ， ノ ッ ク ・ 羽 根 ・ ク レ ス ト を 使 用 す る こ と 。

４ コ ー チ ボ ッ ク ス 内 に い る 者 が ， コ ー チ ボ ッ ク ス か ら 出 た と き 。

規 則 ： 監 督 は ， 選 手 が 行 射 中 は ， コ ー チ ボ ッ ク ス の 中 か ， ダ ブ ル ウ エ イ

テ ィ ン グ ラ イ ン 後 方 に い な け れ ば な ら な い 。

１ 回 目 の 違 反 対 処 ： 審 判 は ， コ ー チ ボ ッ ク ス を 指 さ す 。

２ 回 目 の 違 反 対 処 ： そ の 対 戦 中 ， コ ー チ ボ ッ ク ス か ら 退 去 さ せ る 。

３ 回 目 の 違 反 対 処 ： そ の 日 の 競 技 終 了 ま で 競 技 場 へ の 立 入 禁 止 と す る 。
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６ 行 射 開 始 の 合 図 以 前 に １ ｍ ラ イ ン を 超 え た と き 。

規 則 ： 総 て の 団 体 戦 は 、 選 手 が １ ｍ ラ イ ン 後 方 に 待 機 し た 状 態 で 始 ま る 。

事 例 ① ： 選 手 が ブ ザ ー ２ 声 （ ム ー ブ ア ッ プ ） で １ ｍ ラ イ ン を 超 え ， シ ュ

ー テ ィ ン グ ラ イ ン に 移 動 し た 。

対 応 ： 小 さ な 違 反 と し て 対 処 す る 。

対 応 ： イ エ ロ ー カ ー ド が 出 さ れ 元 の 位 置 に 戻 っ て や り 直 し 。

警 告 を 無 視 し て 行 射 を し た 場 合 ， レ ッ ド カ ー ド が 出 さ れ ， そ の

エ ン ド の 最 高 得 点 削 除 。

付 記 ： 掛 け 声 ， 虚 点 の 発 声 等 に よ る 錯 乱 ・ 虚 勢 行 動 に つ い て は ， 競 技 者

と し て は あ る ま じ き 行 為 で あ る 。 相 手 の 立 場 を 尊 重 す る フ ェ ア プ レ ー

の 精 神 で ， 真 撃 な 競 技 態 度 で あ る こ と を 望 む 。 こ の 点 に つ い て は ， 各

監 督 に ， 徹 底 し て 事 前 指 導 を 要 望 す る 。


